
行政事業レビュー外部有識者会合議事次第 

日時：令和３年７月１９日（月） 

１４：００～１６：００ 

場所：中央合同庁舎第６号館Ｂ棟 

公正取引委員会審判廷(１９階)1

１ 開会 

２ 行政事業レビュー 

(1) 競争政策研究センター 

(2) 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保に係る大規模書面調査 

(3) 外部専門家を活用したデジタル分野の情報収集 

(4) 外部機関を活用したデジタル分野の情報収集 

３ 講評 

４ 閉会 

【配布資料】 

資料１   出席者名簿 

資料２   タイムスケジュール 

資料３－１ 行政事業レビューシート（競争政策研究センター） 

資料３－２ 行政事業レビューシート 

（消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保に係る大規模書面調査） 

資料３－３ 参考資料 

（消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保に係る大規模書面調査） 

資料３－４ 行政事業レビューシート 

（外部専門家を活用したデジタル分野の情報収集） 

資料３－５ 行政事業レビューシート 

（外部機関を活用したデジタル分野の情報収集） 

資料４   令和３年度行政事業レビューに係る行動計画 

（令和３年４月９日公正取引委員会） 

1 外部有識者３名は，Ｗｅｂ会議形式にて出席。 



行政事業レビュー外部有識者会合 出席者名簿 

令和３年７月１９日 

【外部有識者】1                  （五十音順，敬称略） 

公 認 会 計 士          池 谷 修 一 

東京経済大学経済学部教授       中 村   豪 

新潟大学法学部教授          南 島 和 久 

【行政事業レビュー推進チーム】    

官房政策立案総括審議官（総括責任者） 田 辺   治 

官房総務課長（副総括責任者）     原   一 弘 

官房参事官              菱 沼   功 

官房総務課会計室長          三 浦 文 博 

以上 

1 外部有識者３名は，Ｗｅｂ会議形式にて出席。 

資料１



行政事業レビュー外部有識者会合 

日時：令和３年７月１９日（月）１４：００～１６：００ 

場所：公正取引委員会 審判廷（１９階） 

【タイムスケジュール】 

14:00～14:02 

14:02～14:04 

総括責任者 

会計室長 

開会挨拶 

進行説明 

 （１）競争政策研究センター 

14:04～14:09 

14:09～14:24 

14:24 頃 

14:24～14:28 

官房参事官 

外部有識者 

（事務局） 

総括責任者 

事業説明 

質疑・議論，評価シートの記入 

評価シートの集約 

評価結果の発表 

 （２）消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保に係る大規模書面調査 

14:28～14:33 

14:33～14:48 

14:48 頃 

14:48～14:52 

上席転嫁対策調査官 

外部有識者 

（事務局） 

総括責任者 

事業説明 

質疑・議論，評価シートの記入 

評価シートの集約 

評価結果の発表 

 （３）外部専門家を活用したデジタル分野の情報収集 

14:52～14:57 

14:57～15:12 

15:12 頃 

15:12～15:16 

デジタル市場企画調査室長 

外部有識者 

（事務局） 

総括責任者 

事業説明 

質疑・議論，評価シートの記入 

評価シートの集約 

評価結果の発表 

 （４）外部機関を活用したデジタル分野の情報収集 

15:16～15:21 

15:21～15:36 

15:36 頃 

15:36～15:40 

デジタル市場企画調査室長 

外部有識者 

（事務局） 

総括責任者 

事業説明 

質疑・議論，評価シートの記入 

評価シートの集約 

評価結果の発表 

 【委員長に対する講評】 

15:45～15:55 外部有識者 評価（３分×３名） 

15:55～15:58 委員長 評価に対する御発言 

15:58～16:00 総括責任者 閉会挨拶 

※ 外部有識者３名は，Ｗｅｂ会議形式にて出席。 
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参 考 資 料 
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て（価格転嫁の状況）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 
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法律の目的及び概要

１．目的

平成２６年４月及び令和元年１０月の消費税率の引上げに際し，消費税の円滑かつ適正な転嫁を
確保するため，特定事業者による消費税の転嫁拒否等の行為を迅速かつ効果的に是正し，また，消費税
の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為並びに価格の表示について特別の措置を講じるため，所
要の法整備を行うもの。

２．概要

第１ 消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
消費税の転嫁拒否等の行為を取締り，当該行為を是正又は防止するために必要な法制上の措置
を講じる。

第２ 消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
消費者の誤認を招き，他の事業者による円滑な転嫁を阻害する宣伝・広告等を是正又は防止す
るために必要な法制上の措置を講じる。

第３ 価格の表示に関する特別措置
消費税の総額表示義務について，表示する価格がその時点における税込価格であると誤認され
ないための措置を講じている場合に限り，税込価格を表示することを要しないための必要な法
制上の措置を講じる。

第４ 消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置
事業者又は事業者団体が行う転嫁カルテル及び表示カルテルについて，平成元年の消費税導入
時と同様の独占禁止法の適用除外制度を設ける。

＜平成２５年１０月１日から施行し，令和３年３月３１日限りでその効力を失う。＞
（法律改正により，同法の期限は，平成３０年９月３０日から令和３年３月３１日に延長された。）
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１．法律の対象となる事業者

特定事業者（転嫁拒否等をする側）（買手） 特定供給事業者（転嫁拒否等をされる側）（売手）

① 大規模小売事業者 大規模小売事業者に継続して商品又は役務を供給する事業者

②
右欄の特定供給事業者から継続して
商品又は役務の供給を受ける法人事業者

○資本金等の額が３億円以下の事業者
○個人事業者等

第１ 消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置①

２．大規模小売事業者の定義（公正取引委員会規則）

○ 特定事業者となる「大規模小売事業者」（公正取引委員会規則で定めるもの）
一般消費者により日常使用される商品の小売業を行う者で，次の①又は②のいずれかに該当するもの

① 前事業年度における売上高が１００億円以上である者
② 次のいずれかの店舗を有する者
・ 東京都特別区及び政令指定都市において，店舗面積が3,000㎡以上 ・ その他の市町村において，店舗面積が1,500㎡以上

（注）コンビニエンスストア本部等のフランチャイズチェーンの形態をとる事業者を含む（この場合，上記①の売上高については加盟する者の売上高

を含む。）。

３．特定事業者の遵守事項
特定事業者は，特定供給事業者に対し，以下に掲げる行為を行ってはならない。

（１）消費税の転嫁拒否等の行為
① 減額，買いたたき
・ 商品又は役務の対価の額を事後的に減額することにより，消費税の転嫁を拒否すること

・ 商品又は役務の対価の額を通常支払われる対価に比べて低く定めることにより，消費税の転嫁を拒否すること

② 商品購入，役務利用又は利益提供の要請
・ 消費税の転嫁に応じることと引換えに商品を購入させ，又は役務を利用させること

・ 消費税の転嫁に応じることと引換えに金銭，役務その他の経済上の利益を提供させること

③ 本体価格での交渉の拒否
・ 商品又は役務の対価に係る交渉において本体価格（消費税を含まない価格）を用いる旨の申出を拒むこと

（２）報復行為
特定供給事業者が公正取引委員会等に転嫁拒否等の行為に該当する事実を知らせたことを理由として，取引の数量を減じ，
取引を停止し，その他不利益な取扱いをすること

（注１）地方公共団体や独立行政法人などの法人であっても，事業を行っていれば特定事業者に該当する。
（注２）消費税の免税事業者であっても特定供給事業者に該当する。

（注１） （注２）

（注２）
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第１ 消費税の転嫁拒否等の行為に対する処理スキーム

◆ 措置請求

地方公共団体等

◆ 勧告

公正取引委員会

◆ 報告徴収・立入検査

（書面調査・ヒアリング）
◆ 指導・助言

公正取引委員会
中小企業庁長官
主務大臣

特定事業者
（転嫁拒否等をする側）

情報提供

指導により

迅速かつ効果的な是正
◆ 報告徴収・立入検査

（書面調査・ヒアリング）

情報共有

転嫁拒否等の行為

勧告と同時に公表

特定供給事業者
（転嫁拒否等をされる側）

①大規模小売事業者に継続して商
品又は役務を供給する事業者
②資本金等の額が３億円以下の事
業者
③個人事業者等

①大規模小売事業者
②特定供給事業者か
ら継続して商品又は
役務の供給を受ける
法人事業者

減額
買いたたき
商品購入，役務利用又は
利益提供の要請
本体価格での交渉の拒否
※報復行為の禁止

違反行為が
①多数に対して行われている場合
②不利益の程度が大きい場合
③繰り返し行う蓋然性が高い場合
などには必ず措置請求を行うものとする。

総合相談センター

申出

申出

3
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大規模書面調査から，調査～措置までの概略

調査票印刷，発送（委託先事業者）

回収，入力（委託先事業者）

調査票を公取委又は中企庁に回付（委託先事業者）

調査票の精査（公正取引委員会）

※中企庁でも同様に精査

勧告・公表 指導 違反事実なし

大規模書面調査の対象
（＝レビューの対象）

報告徴収・立入検査

（不利益の程度が大きい場合）

○ 立入検査による帳簿等の確認
○ 関係する事業者に対する電話・
面談による事情聴取等

※ 中企庁でも同様に調査
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19

参考３－１－②

令和２年度特定事業者向け（買手側）調査票（郵送書面）

参考３－１－①令和２年度特定事業者向け（買手側）書面調査票（郵送書面）
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（注）事業者に送付する回答用紙には企業番号に対応するバーコードも掲載
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バーコードを追加

令和２年度特定事業者向け（買手側）回答票参考３－１－②

18



参考３－１－③
令和２年度　特定向け書面調査に関する公取ＨＰ

（注）押印を不要とし，メールによる回答も受け付ける旨を案内
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32

参考３－２－②

令和２年度特定供給事業者向け（売手側）調査票（郵送書面）

令和２年度特定供給事業者向け（売手側）調査票（郵送書面）

参考３－２－①
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公 取 取 第   号 

  中 庁 第  号 

令 和 ２ 年    月 

代 表 者  殿 

                           公 正 取 引 委 員 会 

中 小 企 業 庁 長 官 

消費税の転嫁拒否等に関する調査（令和２年度） 

 公正取引委員会及び中小企業庁は，商品又はサービス（役務）を供給している事業者（以下「供給事

業者」といいます。）が，供給先の法人事業者（以下「取引先法人事業者」といいます。）から消費税

の転嫁拒否等の法律上問題のある行為を受けていないかの実態を把握し，問題のある行為の是正につな

げることを目的とする調査を行っています。 

貴社が供給事業者（取引先法人事業者に商品又はサービスを供給している事業者）である場合は， 

お忙しいところ恐縮ですが，本調査に御協力くださいますようお願いいたします（消費者との取引は本

調査の対象ではありません。同封のパンフレットも御参照ください。）。 

記 

１ 提 出 物  回答用紙（貴社に消費税の転嫁拒否等の問題のある行為をしている取引先法人事

業者について回答してください。参考となる資料も添付できます。）

(注)問題のある行為をしている取引先法人事業者がない場合は，回答いただく必要はありません。 

また，インターネット（https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/tenkasyomentyousa.html）にも 

回答用紙（エクセル形式）を掲載しています。

２ 提 出 方 法  同封の返信用封筒に封入の上，郵送にて提出してください（切手不要）。 

また，インターネット（https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/shohizei/m5nrxt3）でも

回答を受け付けています。右記の二次元コードも御利用ください。→

３ 提 出 期 限  令和２年●月●日（●） 

（提出期限を過ぎても提出いただけますが，返信用封筒の差出 

有効期限〔使用期限：令和３年３月３１日〕に御注意ください。） 

御不明な点等がありましたら，公正取引委員会及び中小企業庁が設置しています「照会センター」に

お問い合わせください（令和３年３月３１日まで設置しています。）。 

照会専用ナビダイヤル：０５７０－０５０－５１０ 受付時間：平日９時～１８時（年末年始を除く。）

＜お詫び＞ 固定電話の場合，通話料金は，全国一律で 3分間 8.5 円(税抜き)の御負担となります。なお，050 から始

まるＩＰ電話や携帯電話及びＰＨＳからおかけの場合は，０３－●●●●－●●●●も御利用いただけます

（通常の電話料金になります。）。 

回答期限までは十分期間を設けておりますので，電話がかかりづらい場合は後日おかけ直しくださいます

よう，お願いいたします。 

貴社の回答内容について，この調査の目的以外に使用することは一切ありません。回答内容は，公

正取引委員会，中小企業庁等の消費税の転嫁拒否等の行為に対する監視・取締りを担当する官公庁の

みが守秘義務に基づき適切に使用します。また，取引先法人事業者に対して調査を行う場合は，本調

査に回答していただいた供給事業者が特定されないよう，様々な工夫をしていますので，安心してあ

りのままの事実を回答してください（回答は任意です。）。 

  印

  印

33

（注）参考３－２－③へリンクするQRコード（注）参考３－２－②へリンクするＱＲコード
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参考３－２－③②
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https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shouhizeichousa.htm

参考３－２－③

30

令和３年度特定供給事業者向け（売手側）調査票（郵送書面）
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35

ＱＲコードを記載



平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 累計

A．書面調査執行額
【円】

498,136,245 567,761,196 389,491,105 384,656,333 369,773,752 434,026,288 408,974,967 3,052,819,886

B-１．書面調査発送数 6,989,137 6,439,149 6,152,006 6,249,020 6,189,821 6,553,736 6,441,402 45,014,271

B-２．発送数のうち公取
予算相当分（B-1×0.5）

3,494,569 3,219,575 3,076,003 3,124,510 3,094,911 3,276,868 3,220,701 22,507,136

C．勧告件数 19 13 6 5 5 6 5 59

D．指導件数（公取分） 316 349 362 370 295 743 280 2,715

E．原状回復額
【円】

411,530,000 674,440,000 929,570,000 810,080,000 815,170,000 3,821,220,000 732,576,026 8,194,586,026

F．原状回復を行った事
業者数

228 333 293 357 273 276 279 2,039

G．原状回復を受けた事
業者数

33,094 25,059 36,137 21,698 45,072 68,951 46,504 276,515

H．違反事業者１社当た
りの原状回復額
【円】（E／F）

1,804,956 2,025,345 3,172,594 2,269,132 2,985,971 13,845,000 2,625,721

執行額と運用実績の経年比較（公取部分）

3
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H26.4 H27.4 H28.4 H29.5 H30.5 R1.6 R2.5 R3.2

Ａ．全て転嫁できている 79.0% 85.5% 83.4% 88.6% 88.3% 86.6% 88.5% 90.5%

Ｂ．一部転嫁できている 13.1% 8.4% 8.1% 5.0% 5.1% 5.3% 4.7% 3.6%

Ｃ．全く転嫁できていない 3.8% 3.7% 3.8% 1.9% 2.1% 2.5% 1.8% 1.4%

Ｄ．その他（経営戦略上，転嫁し
なかった場合など）

4.1% 2.4% 4.7% 4.6% 4.6% 5.6% 5.0% 4.5%

※　本表は，経済産業省において，平成26年4月の消費税率引上げを踏まえ，転嫁状況を定期的にモニタリングするために
　実施している「消費税の転嫁実施状況に関するモニタリング調査」（事業者へのアンケート）結果をまとめたもの。

※　対象事業者数は，東京商工リサーチに登録されている事業者のうち無作為抽出した40,000者。

消費税の転嫁状況に関するモニタリング調査結果の推移について（価格転嫁の状況）

参
考

５
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消費税転嫁対策特別措置法の運用による影響等について 

措置を採ったことによる影響 

１ 情報通信業を営むＡ社に対し立入検査を実施したところ，当該事業者は既

に違反行為を取りやめていた。同社の加盟業界団体は，傘下企業が公正取引委

員会から勧告を受けたため，消費税転嫁対策特別措置法の遵守と再点検を促す

書面を加盟各社に発出しており，当該立入検査先は，この要請文書に基づき，

自主的に，従来内税で定めていた委託料を外税方式に改めるとともに，支払金

額を是正した。 

２ サービス業を営むＢ社に対し，買いたたき行為について指導を行ったとこ

ろ，同じ業界団体に所属する同業他社が，当該指導の事実を知り，自社が現在

行っている行為が消費税転嫁対策特別措置法に違反することに気が付き，違反

行為を取りやめるとともに公正取引委員会に当該経緯を報告した。 

３ 製造業を営むＣ社に対し，買いたたき行為について指導を行ったところ，当

該事業者の親会社及びそのグループ会社十数社が，同様の違反行為を取りやめ

るとともに，公正取引委員会に当該経緯を報告した。 

４ 情報通信業を営むＤ社に対し，買いたたき行為について指導を行ったとこ

ろ，同社のグループ会社数社が，違反行為を取りやめるとともに，公正取引委

員会に当該経緯を報告した。 

５ 大規模小売事業者であり，食品，日用品等の小売業を営む事業者Ｅ社に対し，

買いたたき行為について勧告・公表を行ったところ，新聞報道で当該事件を知

った大規模小売事業者である同業他社が，自社でも同様の行為を行っている

ことを確認したため，公正取引委員会に相談に赴いた。 

６ 情報通信業を営むＦ社に対し，買いたたき行為について勧告・公表を行った

ところ，その直後，新聞報道で当該事件を知った同業他社が，自主的に社内点

検を行い，違反行為を取りやめ，取引先に転嫁拒否額を支払うとともに，公正

取引委員会に当該経緯を報告した。 

７ 生活関連サービス業を営むＧ社に対し，買いたたき行為について勧告・公表

を行ったところ，その直後，複数の同業他社が，同様の違反行為を取りやめる

とともに，公正取引委員会に当該経緯を報告した。

８ 違反事件の端緒情報を申告した人に対し，なぜ申告するに至ったか確認し

たところ，「公取委が勧告した事件の報道を見て，申告する背中を押された」

と話していた。なお，当該申告人から寄せられた情報は，別の新たな勧告事件

の端緒情報となり，その後勧告・公表に至った。 
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９ ある事業者に対し勧告を行ったところ，当該事業者から公正取引委員会に

対し，違反行為を受けていた特定供給事業者が，同社から原状回復があった旨

の報告と合わせて，類似事件の申告が行われた。 

書面調査等を行ったことによる影響 

10 情報通信業を営むＨ社が，書面調査の調査票を受け取ったことを契機に社

内点検を実施し，その結果発見された違反行為の取りやめ・是正と，取引先に

対する転嫁拒否額の支払いを自主的に行った。

11 生活関連サービス業を営むＧ社に対し立入検査を実施したところ，当該事

業者の親会社名で「今般，2014年当時の消費税の転嫁状況について，当社グル

ープ各社に対する調査が増えています。当該調査において，消費税特措法が徹

底されておらず行政指導を受ける可能性がある事案が発生しておりますので，

他のグループ各社における消費税特措法遵守状況について緊急点検をさせて

いただくものです」と記載された文書が確認された。また，当該事業者は，こ

の文書を受け，立入検査前に，違反行為を取りやめ，取引先に対し，転嫁拒否

額の大部分を支払っていた。 

施策全体に対する評価 

12 「書面による悉皆調査の意義は非常に大きい。被害者側にとっていつでも当

局に対し申告ができるという状況それ自体が，消費税転嫁対策特別措置法違反

行為に対する大きな抑止力になっていると感じる。多くの予算がかけられてい

ることと思うが，実施する価値のある取組である。」（独占禁止政策協力委員か

らのヒアリング） 

13 「消費税の転嫁に関する調査票は頻繁に送られてくる記憶がある。頻繁な調

査に価値があると考える。」（地方の有識者との懇談会）

14「当社に消費税転嫁に関するアンケートが届いた。このアンケートは，事業者

に消費税転嫁対策特別措置法について知るきっかけを与えたり，また，消費税

転嫁対策特別措置法に違反する行為を抑止させる効果もあると思う。」（地方の

有識者との懇談会） 

15「役所から転嫁阻害を受けていないかといったヒアリングを受け感謝してい

る。」（納入業者等へのヒアリング）

16 「大手の横暴は，ここに出席している皆さん受けているもの。公取としては，

悉皆調査等を行って把握し，指導すべき」（地方の有識者との懇談会） 
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17「消費税転嫁対策調査室を設置し，各種の取組を実施したことにより，消費税

の転嫁拒否等の行為に対し迅速かつ厳正に対処するという公正取引委員会の

方針が社会に伝わり，違反行為を抑止する効果が出ていると考えている。」（独

占禁止政策協力委員からのヒアリング） 

18 「公正取引委員会が消費税の円滑かつ適正な転嫁のために種々の取組を行

っていることにより，事業者間取引においては消費税の転嫁がきちんと行わ

れているというのが実感である。」（地方の有識者との懇談会） 

19 「消費税転嫁対策特別措置法ではどのような行為が違反となるのかについ

ての広報や，違反行為が行われた時に厳正に対処して発表することなど，公正

取引委員会のきめ細かな情報発信により，消費税率引上げ分はスムーズに転

嫁されているとの印象を持っており，公正取引委員会の活動を評価している。」

（独占禁止政策協力委員からのヒアリング） 

20 「消費税率引上げに際して，消費税分を減額してほしいとの要請はなかった。

業界団体に加盟する各社は，貴委員会のおかげであると話している。」（納入業

者等へのヒアリング） 

21 「前回の税率アップの際にはいろいろありましたが，今回の増税は現時点で

は全く転嫁拒否の話はありません。ピタッと無くなっています。法律ができた

ことや公取さん，中企庁さんの監視の動きが新聞などマスコミ報道され，それ

が効いているものと思う。助かっています。」（書面調査回答者へのヒアリング） 

22 「平成26年４月の消費税率５パーセントから８パーセントへの引上げにつ
いては，現状，転嫁できていないという声は聞こえておらず，公取のおかげで

あると思っている。今後もしっかりと目配せしてほしい。」（事業者団体からの

ヒアリング）

23 「消費税率が５パーセントから８パーセントに引き上げられた平成26年当

時は，転嫁Ｇメンの働きや公正取引委員会による特措法違反事件の勧告公表に

より，大手販売業者をはじめとしてコンプライアンス意識を高め，買いたたき

等の転嫁拒否行為は，殆ど発生しなかった。」（事業者団体からのヒアリング）

24 「スーパー，量販店等の大手小売りに，納入する組合員は多いが，消費税の

転嫁は外税で行われている。税率が８％に引き上げる平成26年４月１日前後に，

今回の場合は政府が強力に転嫁拒否を取り締まったことで，特に大規模小売業

者からの圧力に耐えることができた。公取委の活躍には業界としても感謝して

いる。大規模小売が価格に転嫁させない行為（買いたたき）等を行えなかった

ことで，ましてや，他の納入事業者からは問題となる行為があったとの報告は

受けていない。」（納入業者等へのヒアリング） 
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25 「今回の８％へ消費税率が引き上げられたときは，公正取引委員会が消費税

の転嫁について広報し，転嫁の状況をきちんと監視してくれたおかげと，我々

業界における公正取引協議会で転嫁カルテルを申請したことで，取引先とは品

質で商談ができ，本体価格で取引が成立して，それに８％の消費税を転嫁する

ということが確実にできている」（地方の有識者との懇談会） 

26 「本体価格で価格交渉をしており，本体価格に８パーセントを乗じた額を加

えて請求し，請求額どおり支払われているので，問題なく消費税率の引上げ分

を転嫁できている。これは，公正取引委員会の活動のおかげであり，消費税率

が10パーセントに引き上げられる際も，問題は起きないと思う。」（下請取引等

改善協力委員からのヒアリング） 

27 「消費税の転嫁拒否等への対策について，消費税率が５パーセントに引き上

げられた際には取引先から多くの値下げ要請があったが，消費税率が８パー

セントに引き上げられた際にはそういった要請は全くなく，非常に大きな効

果があった。消費税率が10パーセントに引き上げられる際には８パーセント

に引き上げられた際と同様に対応いただくことを望む。」（下請取引等改善協

力委員からのヒアリング） 

28 「消費税転嫁対策特別措置法に関する中小事業者からの苦情の声は減ってき

ていると感じる。公正取引委員会の取組が一定の成果をもたらしたものと思

う。」（独占禁止政策協力委員からのヒアリング） 

29 「消費税引上げの都度，消費税を転嫁できなくて困っていた。今回は政府の

方も取り締まるような法律をつくり心強い。」（納入業者等へのヒアリング） 

30 「特措法を恒久法として，貴委員会が目を光らせるとともに，総額表示を見

直し，外税表記を恒久化してもらいたいと考えている。」（事業者団体からのヒ

アリング） 
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１

令和３年度行政事業レビューに係る行動計画 

令和３年４月９日 

公正取引委員会 

令和３年度の公正取引委員会における行政事業レビューについては，「行政事業

レビュー実施要領」（平成２５年４月２日行政改革推進会議策定，令和３年３月

２６日改正）等によるほか，本行動計画によって定める取組体制，スケジュール等

により実施するものとする。 

第１ 行政事業レビューの取組体制 

１ 行政事業レビュー推進チーム 

行政事業レビュー推進チーム（以下「チーム」という。）を設置し，チーム

が責任を持って行政事業レビュー（以下「レビュー」という。）を実施する。 

(1) チームの構成 

チームの構成員は，以下のとおりとする。 

総括責任者：官房政策立案総括審議官 

副総括責任者：官房総務課長 

メ ン バ ー：官房総務課会計室長，官房参事官，官房人事課長， 

経済取引局総務課長，経済取引局取引部取引企画課長， 

審査局管理企画課長 

事 務 局：官房総務課，官房総務課会計室 

(2) チームの取組 

チームは，以下の取組を行う。 

① 事業所管部局による行政事業レビューシート（以下「レビューシート」

という。）の適切な記入及び厳格な自己点検の指導 

② 外部有識者の点検を受ける事業の選定及び外部有識者からの点検結果

の聴取 

③ 外部有識者による公開の場での点検（以下「公開プロセス」という。）

の対象となる事業の選定及び点検結果の聴取 

④ 前記①から③を踏まえた事業の厳しい点検（サマーレビュー）及び点検

結果（所見）の取りまとめ 

⑤ チーム所見を踏まえた事業の改善状況の点検 

⑥ 概算要求への反映状況の確認及び取りまとめ 

⑦ 優良な事業改善の取組の積極的な評価 

資料４ 



２

２ 行政事業レビュー外部有識者会合 

外部有識者によって構成される行政事業レビュー外部有識者会合（以下「外

部有識者会合」という。）を設置し，外部有識者それぞれの特性や専門性を十

分に活用したレビューを実施する。 

第２ 取組の進め方 

１ レビューシートの作成及び中間公表 

(1) 事業単位の整理 

令和２年度に実施した事業について，点検の対象となる事業の単位（以下

「事業単位」という。）を整理する（人件費，事務的経費等の個別事業と直

接関連付けることが困難な共通経費を除く。）。 

(2) レビューシートの作成等 

レビューシートは，事業所管部局が事業単位ごとに作成する。 

(3) 事業所管部局による点検等 

事業所管部局は，レビュー対象事業について，予算の支出先，使途，成果・

活動実績等を踏まえ，厳正な点検を行い，その結果をレビューシートに記載

する。 

また，官房総務課会計室長は，事業所管部局が作成したレビューシートの

内容について，厳正な自己点検が行われ，適切に記入されているか確認し，

指導する。 

(4) 中間公表 

レビューシートは，記入可能な事項を記入の上，次の期日までに公正取引

委員会のホームページ（以下「ホームページ」という。）において中間公表

する。 

ア 公開プロセスの対象となる事業は，原則として公開プロセス開始日の

10日前 

イ その他の事業は，原則６月末から７月上旬 

２ 外部有識者による点検 

(1) チームは，外部有識者に点検を求める事業を選定した後，外部有識者会合

を開催し，外部有識者に点検を求める。 

(2) チームは，外部有識者に対し，事業を点検する上での留意点等を周知し，

外部有識者が適切な点検を行えるよう十分な情報を提供するとともに，外部

有識者の要請に応じて資料等を提供する。 

(3) チームは，外部有識者による点検の結果を，外部有識者の所見として，レ

ビューシートの所見欄に記入する。 



３

(4) 外部有識者会合の議事概要及び資料を速やかにホームページにおいて公

表する。 

(5) 外部有識者の所見を概算要求に向けての事業の検討において活用すると

ともに，異なる対応を行う場合には，十分な説明責任を果たす。 

(6) 外部有識者による点検終了後，レビューの取組全般について，外部有識者

が公正取引委員会委員長に対して，直接に講評を行う機会を設ける。 

３ 公開プロセス（実施する場合） 

(1) チームは，外部有識者による点検の対象事業のうち，事業の規模が大きい

ものなどのほか，公開の場で外部の視点による点検を行うことが有効と判断

されるものを公開プロセスの候補事業とし，外部有識者の理解を得て対象事

業を選定する。 

(2) 公開プロセスは，６月上旬から中旬までを目途に実施し，実施方法につい

ては行政改革推進本部事務局の定めに従う。 

４ チームによる点検（サマーレビュー）及び概算要求等への反映 

(1) チームによる点検（サマーレビュー） 

チームは，全ての事業について，厳正な点検を行い，点検結果を所見とし

て，レビューシートの所見欄に記入する。 

(2) 概算要求等への反映 

事業所管部局は，チームの所見を令和４年度予算概算要求や予算執行等に

的確に反映する。官房総務課会計室長は，事業所管部局がチームの所見を概

算要求に適切に反映させているか確認し，指導する。 

また，事業所管部局は，その反映状況等について，レビューシートに分か

りやすく記入する。 

５ 点検結果の最終公表 

(1) レビューシートの最終公表 

レビューと政策評価の一覧性に留意し，チームの所見，所見を踏まえた事

業の改善点，令和４年度予算概算要求における要求額等を記入したレビュー

シートを，同年度予算概算要求の提出期限後１週間以内に公表する。 

(2) 概算要求への反映状況の公表 

チームの所見の各事業への反映状況，反映額の総額等を取りまとめ，令和

４年度予算概算要求の提出期限後１週間以内に公表する。 



４

６ 新規事業及び新規要求事業の取扱い 

(1) レビューシートの作成及び公表 

事業所管部局は，令和３年度に新規に開始した事業（以下「新規事業」と

いう。）及び令和４年度予算概算要求において新規に要求する事業（以下「新

規要求事業」という。）についても，記入可能な範囲でレビューシートを作

成する（人件費，事務的経費等の個別事業と直接関連付けることが困難な共

通経費を除く。）。 

新規事業については令和２年度に実施した事業と同じ時期に，新規要求事

業については令和４年度予算概算要求の提出期限後２週間以内に，それぞれ

公表する。 

(2) チームによる点検及び概算要求等への反映 

チームは，新規事業及び新規要求事業について点検を行い，点検結果を所

見としてレビューシートに記入する。また，事業所管部局は，チームの所見

を令和４年度予算概算要求や予算執行等に的確に反映する。 

(3) 概算要求への反映状況の公表 

チームの所見の各事業への反映状況，反映額の総額等を取りまとめ，新規

事業については令和２年度に実施した事業と同じ時期に，新規要求事業につ

いては令和４年度予算概算要求の提出期限後２週間以内に，それぞれ公表す

る。 

７ その他レビューの実効性向上のための取組 

(1) 優良な事業改善の取組の積極的な評価 

チームは，事業所管部局による自主的な事業改善の取組のうち，優れた取

組を優良事業改善事例として積極的に評価し，普及させる。 

(2) 本計画の見直し 

本計画は，進捗状況や他省庁の取組を参考とし，必要な場合には，適時，

所要の見直しを行うものとする。 



５

第３ 令和３年度の取組のスケジュール 

【公開プロセスを実施する場合】 

６月上中旬 公開プロセスの実施 

７月中旬   外部有識者会合の実施 

７月下旬     チームによる点検（サマーレビュー）及び点検結果の取りまとめ 

４月下旬   事業単位の確定，外部有識者会合対象事業・公開プロセス対象事業の選定 

５月上旬～ 事業所管部局による点検・ 

６月下旬 レビューシートの作成 

                概算要求等への反映 

６月末～ レビューシートの中間公表 

 ７月上旬 （公開プロセス対象事業は除く）

９月上旬     レビューシート（最終版）及び概算要求への反映状況の公表 

５月下旬～ レビューシートの中間公表 

６月上旬 （公開プロセス対象事業に限る） 


